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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 シ ャ フ ト （ ４ ） に お い て 移 動 可 能 な ケ ー ジ （ １ ） 、 お よ び 前 記 ケ ー ジ （ １ ） に 片 側 か ま
た は 両 側 で 作 用 し 、 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に よ り 駆 動 可 能 な ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ
装 置 、 を 有 す る エ レ ベ ー タ 設 備 で あ っ て 、 少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） は 前
記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ 、 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に 固 定 さ れ る 少 な く と
も 一 つ の 切 り 替 え 可 能 な ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） を 通 っ て 、 前 記 ア バ ッ ト メ ン ト （ １
３ ） は 前 記 ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） の 切 り 替 わ っ た 状 態 （ Ｓ ） に お い て 前 記 速 度 制 限
装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） の 搬 送 通 路 を 遮 断 し 、 よ っ て 前 記 ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （ ５ ） を
駆 動 す る こ と を 特 徴 と す る 、 エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ２ 】
　 下 方 一 時 的 保 護 ス ペ ー ス （ ４ ｂ ） を 供 給 す る た め に ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ ） お よ び ／ ま た
は 上 方 一 時 的 保 護 ス ペ ー ス （ ４ ａ ） を 供 給 す る た め に ス ト ッ プ 装 置 （ １ ７ ） を 提 供 す る こ
と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １
３ ） は 、 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） の 反 対 走 行 （ １ ０ ａ ） 上 に 配 列 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １
３ ） は 、 駆 動 ユ ニ ッ ト 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （ ６ ） に お け る 結 合 点 （ ７ ） と 共 に 、 サ ブ ア セ ン
ブ リ を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １
３ ） は 、 円 形 を し た 端 部 （ 図 ５ お よ び 図 ６ ） を 有 す る シ リ ン ダ ー 形 状 を 有 し 、 前 記 速 度 制
限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 留 め ら れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項
に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １
３ ） は 、 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） が 前 記 ケ ー ジ （ １ ） の 搬 送 停 止 に 関 係 し て 更



に 移 動 す る の を 可 能 に し 、 前 記 ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） は 短 縮 シ ャ フ ト 領 域 内 に 前 記 ケ ー
ジ （ １ ） を 再 び 位 置 づ け し た 後 、 開 始 位 置 に 再 び 戻 る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ か ら ５
の い ず れ か 一 項 に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） は 、 駆
動 の 場 合 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル を 三 つ の 側 面 で 囲 む フ ォ ー ク （ １ ５ 、 １ ８ ） と し て 構
成 さ れ 、 関 係 す る 搬 送 方 向 に お い て 、 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ る 前
記 ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） を 遮 断 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か 一 項
に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） は 、 前
記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） が 前 記 ケ ー ジ （ １ ） の 搬 送 停 止 に 関 係 し て 更 に 移 動 す る
の を 可 能 に し 、 前 記 ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） は 短 縮 シ ャ フ ト 領 域 内 に 前 記 ケ ー ジ （ １
） を 再 び 位 置 づ け し た 後 、 開 始 位 置 に 再 び 戻 る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ か ら ７ の い ず
れ か 一 項 に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に 固 定 さ れ た 少 な く と も 一 つ の ス ト ッ プ 装 置 （ １ ４ 、 １ ７ ） は 、 電
気 的 に 駆 動 さ れ た 磁 石 （ １ ６ ） に よ り ス ト ッ プ 位 置 （ Ｓ ） に 留 め ら れ る こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 １ か ら ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 避 難 装 置 が 、 オ ー バ ー ラ ン 区 域 か ら 前 記 短 縮 さ れ た シ ャ フ ト 領 域 へ の 前 記 ケ ー ジ （ １ ）
の 戻 り 運 動 の た め に 提 供 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ か ら ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載
の エ レ ベ ー タ 設 備 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 既 存 の 、 ま た は 新 規 の エ レ ベ ー タ 設 備 に お け る 一 時 的 保 護 ス ペ ー ス を 提 供 す る た め の 装
置 の 方 法 で あ っ て 、 片 側 か ま た は 両 側 で 作 用 す る ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （ ５ ） に よ
っ て 前 記 ケ ー ジ （ １ ） の ブ レ ー キ を か け る こ と が で き 、 前 記 ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （ ５
） は 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） を 遮 断 す る こ と に よ り 駆 動 さ れ る こ と が で き 、 少
な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） は 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ
、 前 記 ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） に 関 係 す る 少 な く と も 一 つ の 切 り 替 え 可 能 な ス ト ッ プ 装 置
（ １ ４ 、 １ ７ ） は 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に お い て 固 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 エ レ ベ ー タ シ ャ フ ト に お け る ケ ー ジ （ １ ） の 上 お よ び ／ ま た は 下 に 一 時 的 保 護 ス ペ ー ス
を 供 給 す る 方 法 で あ っ て 、 片 側 か ま た は 両 側 で 作 用 す る ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （ ５ ） に
よ っ て 前 記 ケ ー ジ （ １ ） の ブ レ ー キ を か け る こ と が で き 、 前 記 ケ ー ジ 安 全 ブ レ ー キ 装 置 （
５ ） は 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） を 遮 断 す る こ と に よ り 駆 動 さ れ る こ と が で き 、
前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） は 、 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） に 固 定 さ れ る
少 な く と も 一 つ の ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） 、 お よ び 前 記 ア バ ッ ト メ ン ト （ １ ３ ） に 関 係 し
、 前 記 シ ャ フ ト （ ４ ） に お い て 固 定 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 切 り 替 え 可 能 な ス ト ッ プ 装 置
（ １ ４ 、 １ ７ ） を 備 え 、 前 記 速 度 制 限 装 置 ケ ー ブ ル （ １ ０ ） の 搬 送 通 路 は 前 記 ス ト ッ プ 装
置 （ １ ４ 、 １ ７ ） を 切 り 替 え る こ と に よ り 制 限 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 方 法 。
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